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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１リフレクタと、
　第２リフレクタと、
　前記第１リフレクタと前記第２リフレクタとの間に配置された少なくとも１つの光源モ
ジュールと、
　前記第２リフレクタを支持する底部、該底部から傾斜して延在している少なくとも１つ
の側壁部、及びそれぞれが第１方向に延在しており、前記第１方向と異なる第２方向に互
いに向かい合っている２個のエッジ部を有するボトムカバーと
　前記側壁部の一部により支持され、前記側壁部に部分的に配置された第３リフレクタと
、を備え、
　前記側壁部は、前記２個のエッジ部のそれぞれの先端部から前記第２方向に延在してお
り、
　前記２個のエッジ部のそれぞれにおいて前記少なくとも一つの光源モジュールは前記第
１方向に配列されており、
　前記側壁部と前記底部とが接する地点から前記側壁部の最外側地点までの水平距離（ｘ
）と前記エッジ部の長さ（ｌ）との比率（ｘ／ｌ）は、１．８５％乃至３．８５％である
、バックライトユニット。
【請求項２】
　前記側壁部は、前記底部に直交する面と３３゜～５３゜の角度を有するように傾斜して
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いる、請求項１に記載のバックライトユニット。
【請求項３】
　前記側壁部と前記底部とが接する地点から前記側壁部の最外側地点までの水平距離は、
１０ｍｍ～２０ｍｍである、請求項１に記載のバックライトユニット。
【請求項４】
　前記側壁部は、前記ボトムカバーの内部から見て、膨らんだ曲面を有する、請求項１に
記載のバックライトユニット。
【請求項５】
　前記側壁部は、前記ボトムカバーの内部から見て、凹んだ曲面を有する、請求項１に記
載のバックライトユニット。
【請求項６】
　前記第１リフレクタの反射率及び前記第３リフレクタの反射率は互いに異なる、請求項
１に記載のバックライトユニット。
【請求項７】
　前記第１リフレクタの反射率及び前記第３リフレクタの反射率は同一である、請求項１
に記載のバックライトユニット。
【請求項８】
　前記第２リフレクタの反射率及び前記第３リフレクタの反射率は互いに異なる、請求項
１に記載のバックライトユニット。
【請求項９】
　前記第２リフレクタの反射率及び前記第３リフレクタの反射率は同一である、請求項１
に記載のバックライトユニット。
【請求項１０】
　前記第３リフレクタは前記側壁部の下部領域を覆う、請求項１に記載のバックライトユ
ニット。
【請求項１１】
　前記第３リフレクタは前記側壁部の上部領域を覆う、請求項１に記載のバックライトユ
ニット。
【請求項１２】
　前記第３リフレクタは前記側壁部の中央領域を覆う、請求項１に記載のバックライトユ
ニット。
【請求項１３】
　前記第３リフレクタは前記第２リフレクタと接触する、請求項１に記載のバックライト
ユニット。
【請求項１４】
　前記第３リフレクタは前記第２リフレクタと離隔している、請求項１に記載のバックラ
イトユニット。
【請求項１５】
　前記側壁部は、前記ボトムカバーの内部から見て、平坦な面を有する、請求項１に記載
のバックライトユニット。
【請求項１６】
　ディスプレイパネルと、
　前記ディスプレイパネルに光を照射するバックライトユニットと
を備え、
　前記バックライトユニットは請求項１乃至１５のいずれかに記載のバックライトユニッ
トである、ディスプレイ装置。
【請求項１７】
　請求項１乃至１５のいずれかに記載のバックライトユニットを備える、照明システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明の実施例は、ディスプレイ装置に係り、特に、バックライトユニット、これを用
いるディスプレイ装置及びこれを含む照明システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、大型ディスプレイ装置の代表に、液晶ディスプレイ装置（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉ
ｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）またはプラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ：Ｐ
ｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）などが知られている。
【０００３】
　自発光方式のＰＤＰとは違い、ＬＣＤは、自体の発光素子を備えておらず、別途のバッ
クライトユニットが必須である。
【０００４】
　ＬＣＤに用いられるバックライトユニットは、光源の位置によって、エッジ（ｅｄｇｅ
）型のバックライトユニットと直下型のバックライトユニットとに区別される。エッジ型
は、ＬＣＤパネルの左右側壁部及び／または上下側壁部に光源を配置し、導光板を用いて
光を前面に均一に分散させるもので、光の均一性が良く、パネル厚さの超薄型化が可能で
ある。
【０００５】
　直下型は、一般に、２０インチ以上のディスプレイに用いられる技術で、パネルの下部
に光源を複数個配置するため、エッジ方式に比べて光効率に優れており、高輝度を要求す
る大型ディスプレイに主に用いられている。
【０００６】
　既存のエッジ型や直下型のバックライトユニットの光源には、冷陰極蛍光ランプ（ＣＣ
ＦＬ：Ｃｏｌｄ　Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ）を用いている。
しかし、ＣＣＦＬを用いるバックライトユニットは、常にＣＣＦＬに電源が印加されるた
め、相当量の電力を消耗する、陰極線管（ＣＲＴ：Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）
に比べて約７０％レベルの色再現率しか得られない、水銀の添加による環境汚染の問題を
招く、といった欠点がある。
【０００７】
　そこで、ＣＣＦＬに代えるものとして、現在、発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　
Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）を用いるバックライトユニットに対する研究が活発に行
われている。
【０００８】
　ＬＥＤをバックライトユニットに用いると、ＬＥＤアレイ（ａｒｒａｙ）の部分的なオ
ン／オフ（ＯＮ／ＯＦＦ）が可能なため、消耗電力を画期的に減らすことができ、さらに
、ＲＧＢ（Ｒ：Ｒｅｄ、Ｇ：Ｇｒｅｅｎ、Ｂ：Ｂｌｕｅ）ＬＥＤの場合は、米国テレビジ
ョン体系委員会（ＮＴＳＣ：Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　
Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）の色再現範囲仕様の１００％を上回り、より鮮明な画質を消費者に
提供することが可能である。
【０００９】
　また、半導体工程で製作されるＬＥＤは、環境に無害である。
【００１０】
　現在、上記のような特長を有するＬＥＤを採用しているＬＣＤ製品が市販されているが
、駆動メカニズムが既存のＣＣＦＬ光源と異なっており、駆動ドライバー及び印刷回路基
板（ＰＣＢ：Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）などが高価である。そのた
め、ＬＥＤバックライトユニットは未だ高価のＬＣＤ製品にのみ適用されている現状であ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
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　本発明の実施例は、リフレクタ及びボトムカバーの生産単価が低いバックライトユニッ
ト、これを用いるディスプレイ装置及びこれを含む照明システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一実施例のバックライトユニットは、第１リフレクタと、第２リフレクタと、
前記第１リフレクタと前記第２リフレクタとの間に配置された少なくとも１つの光源モジ
ュールと、前記第２リフレクタを支持する底部及び前記底部から傾斜して延在している少
なくとも１つの側壁部を有するボトムカバーとを備える。
【００１３】
　前記側壁部は、前記底部に直交する面から３３゜～５３゜の角度で傾斜して形成される
とよい。前記側壁部と前記底部とが接する地点から前記側壁部の最外側地点までの水平距
離は、１０ｍｍ～２０ｍｍでよい。
【００１４】
　前記側壁部は、前記ボトムカバーの内部で見て、凸曲面または凹曲面を有することがで
きる。
【００１５】
　前記ボトムカバーは、第１方向に延在している少なくとも１つのエッジ部をさらに有し
、前記側壁部は、前記エッジ部の先端部から前記第１方向と異なる第２方向に延在してい
る。前記少なくとも１つの光源モジュールは、前記エッジ部に沿って前記第１方向に配列
されている。
【００１６】
　前記側壁部と前記底部とが接する地点から前記側壁部の最外側地点までの水平距離と、
前記エッジ部の長さとの比率は、１．８５％～３．８５％でよい。
【００１７】
　バックライトユニットは、前記側壁部により支持された第３リフレクタをさらに備える
ことができる。前記第２リフレクタの反射率及び前記第３リフレクタの反射率は、互いに
異なっても、同一であってもよい。
【００１８】
　また、前記第３リフレクタは、前記側壁部の全体または一部により支持される。もし、
一部により支持される場合は、前記第３リフレクタは、前記側壁部の下部領域、上部領域
または中央領域を覆うことができる。前記第３リフレクタは、前記第２リフレクタと接触
してもよく、離隔していてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の実施例では、ボトムカバーの側壁部が傾斜しているため、バックライトユニッ
トのボトムカバー及びリフレクタの生産単価を下げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　下記の図面を参照して実施例について詳細に説明する。ただし、図面中、同一の構成要
素には同一の参照符号を付する。
【図１】本発明の一実施例に係るバックライトユニットの断面図である。
【図２Ａ】本発明の一実施例に係るボトムカバーの斜視図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施例に係るボトムカバーの平面図である。
【図３】図２Ｂに示すボトムカバーの３－３’線に沿う部分拡大断面図である。
【図４Ａ】本発明の一実施例に係る図２Ｂに示すボトムカバーの３－３’線に沿う断面図
である。
【図４Ｂ】本発明の一実施例に係る図２Ｂに示すボトムカバーの３－３’線に沿う断面図
である。
【図４Ｃ】本発明の一実施例に係る図２Ｂに示すボトムカバーの３－３’線に沿う断面図
である。
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【図４Ｄ】本発明の一実施例に係る図２Ｂに示すボトムカバーの３－３’線に沿う断面図
である。
【図４Ｅ】本発明の一実施例に係る図２Ｂに示すボトムカバーの３－３’線に沿う断面図
である。
【図４Ｆ】本発明の一実施例に係る図２Ｂに示すボトムカバーの３－３’線に沿う断面図
である。
【図４Ｇ】本発明の一実施例に係る図２Ｂに示すボトムカバーの３－３’線に沿う断面図
である。
【図５】本発明の一実施例に係る補強リブ及び支持ピンを有するボトムカバーの斜視図で
ある。
【図６】本発明の一実施例に係るバックライトユニットを有するディスプレイモジュール
を示す図である。
【図７】本発明の一実施例に係るディスプレイ装置を示す図である。
【図８】本発明の一実施例に係るディスプレイ装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施例を、添付の図面を参照しつつ説明する。
【００２２】
　本発明の実施例の説明において、ある構成要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）の「上（上部）」ま
たは「下（下部）」（ｏｎ　ｏｒ　ｕｎｄｅｒ）に他の構成要素が形成されるという記載
は、これらの両構成要素が相互直接（ｄｉｒｅｃｔｌｙ）接触して形成される場合も、こ
れら両構成要素の間に一つ以上のさらに他の構成要素が介在して（ｉｎｄｉｒｅｃｔｌｙ
）形成される場合も含むことができる。また「上（上部）」または「下（下部）」（ｏｎ
　ｏｒ　ｕｎｄｅｒ）と表現される場合、一つの構成要素を基準に上方を指す場合もあり
、下方を指す場合もある。
【００２３】
　図面において、各構成要素の厚さや大きさは、説明の便宜及び明確性のために、誇張、
省略または概略して示したもので、実際の大きさを全的に反映するものではない。
【００２４】
　図１は、本発明の一実施例に係るバックライトユニットの断面図である。
【００２５】
　図１及び図４Ｄを参照すると、バックライトユニットは、少なくとも一つの光源モジュ
ール１０、光学部材４０、カバープレート５０、ボトムカバー（または、ボトムシャーシ
ーまたはモールドボディー）７０、第１リフレクタ（または、反射層）８０、第２リフレ
クタ８２及び第３リフレクタ８４を備えることができる。
【００２６】
　少なくとも一つの光源モジュール１０は、第１リフレクタ８０と第２リフレクタ８２と
の間に配置されている。
【００２７】
　そして、第１リフレクタ８０は、光源モジュール１０から生成された光を、第２リフレ
クタ８２の方向に反射させる役割を果たすことができる。
【００２８】
　光源モジュール１０は、第１リフレクタ８０、第２リフレクタ８２、または第３リフレ
クタ８４に隣接して配置されるとよい。場合によって、光源モジュール１０は、第１リフ
レクタ８０に接触すると同時に、第２リフレクタ８２から一定間隔を置いて配置されても
よく、第２リフレクタ８２に接触すると同時に、第１リフレクタ８０から一定間隔を置い
て配置されてもよい。または、光源モジュール１０は、第１リフレクタ８０及び第２リフ
レクタ８２から一定間隔を置いて配置されてもよく、第１リフレクタ８０及び第２リフレ
クタ８２の両方に接触して配置されてもよい。
【００２９】
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　そして、カバープレート５０上に形成される光源モジュール１０は、光を生成する光源
１２である発光素子、及び電極パターンを有する回路基板１４を含むことができる。ここ
で、回路基板１４は、少なくとも一つの発光素子１２が実装され、電源を供給するアダプ
ターと発光素子１２とを接続させるための電極パターンが形成されていればよい。
【００３０】
　例えば、回路基板１４の上面には、発光素子１２とアダプターとを接続させるための炭
素ナノチューブ電極パターンが形成されている。このような回路基板１４は、ポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）、ガラス、ポリカーボネート（ＰＣ）またはシリコン（Ｓｉ
）などからなり、複数の光源１２が実装される印刷回路基板（ＰＣＢ：Ｐｒｉｎｔｅｄ　
Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）でよく、フィルム形態にすることができる。また、回路基
板１４は、単層ＰＣＢ、多層ＰＣＢ、セラミック基板、メタルコアＰＣＢなどを選択的に
用いればよい。
【００３１】
　一方、発光素子１２は、発光ダイオードチップ（ＬＥＤ　ｃｈｉｐ）でよく、発光ダイ
オードチップは、ブルーＬＥＤチップまたは紫外線ＬＥＤチップにしてもよく、レッドＬ
ＥＤチップ、グリーンＬＥＤチップ、ブルーＬＥＤチップ、イエローグリーンＬＥＤチッ
プ、ホワイトＬＥＤチップの少なくとも一つを組み合わせたパッケージ形態にしてもよい
。
【００３２】
　そして、ホワイトＬＥＤは、ブルーＬＥＤ上にイエロー燐光物質を結合させたり、ブル
ーＬＥＤ上にレッド燐光物質及びグリーン燐光物質を結合させたりして具現してもよく、
ブルーＬＥＤ上にイエロー燐光物質、レッド燐光物質及びグリーン燐光物質を結合させて
具現してもよい。
【００３３】
　また、光源モジュール１０の光出射面を様々な方向に配置してもよい。
【００３４】
　すなわち、光源モジュール１０は、光出射面が、光学部材４０と第２リフレクタ８２と
の間のエアーガイド（ａｉｒ　ｇｕｉｄｅ）の方向に向くように配置される直接出射型（
ｄｉｒｅｃｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｔｙｐｅ）構造にしてもよく、光源モジュール１０は
、光出射面が第１リフレクタ８０、第２リフレクタ８２、第３リフレクタ８４、及びカバ
ープレート５０のいずれか一方の方向に向くように配置される間接出射型構造にしてもよ
い。ここで、間接出射型光源モジュール１０は、出射した光が、第１リフレクタ８０、第
２リフレクタ８２、第３リフレクタ８４、及びカバープレート５０から反射され、反射さ
れた光は、引き続きバックライトユニットのエアーガイドの方向に進むことができる。こ
のように光源モジュール１０を間接出射型構造にする理由は、ホットスポット（ｈｏｔ　
ｓｐｏｔ）現象を減らすためである。
【００３５】
　なお、第１リフレクタ８０と第２リフレクタ８２との間の空間にはエアーガイドを有す
るように、第１リフレクタ８０と第２リフレクタ８２とを一定間隔を置いて対向配置する
ことができる。
【００３６】
　ここで、第１リフレクタ８０は、オープン領域を有し、光源モジュール１０の一側と接
触してまたは一定間隔を置いて配置される。すなわち、第１リフレクタ８０は、中央領域
がオープンされており、光源モジュール１０は、第１リフレクタ８０の両側縁領域に対向
して配置されればよい。
【００３７】
　そして、第１リフレクタ８０は、反射コーティングフィルムまたは反射コーティング物
質層のいずれかで形成され、光源モジュール１０から生成された光を、第２リフレクタ８
２の方向に反射させる役割を担うことができる。
【００３８】
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　また、第１リフレクタ８０の表面のうち、光源モジュール１０に相対する表面上には、
鋸歯状の反射パターンが形成され、反射パターンの表面は平面または曲面でよい。
【００３９】
　第１リフレクタ８０の表面に反射パターンを形成する理由は、光源モジュール１０から
生成された光を第２リフレクタ８２の中央領域へ反射させることによって、バックライト
ユニットの中央領域における輝度を増大させるためである。
【００４０】
　また、第２リフレクタ８２は光源モジュール１０から一定間隔を置いてボトムカバー７
０の底部７２に配置され、第１リフレクタ８０の表面に平行な水平面から一定角度で傾斜
する傾斜面を有することができる。
【００４１】
　ここで、第２リフレクタ８２の傾斜面は、光源モジュール１０から生成された光または
第１または第３リフレクタ８０または８４から反射された光を、第１リフレクタ８０のオ
ープン領域へ反射させる役割を担うことができる。
【００４２】
　また、第２リフレクタ８２は、少なくとも一つの変曲部を有する少なくとも２個の傾斜
面を有することができる。場合によって、第２リフレクタ８２の中心領域は、平面または
曲面の形状を有することができる。すなわち、第２リフレクタ８２の中心領域は、平らな
平面、膨らんだ曲面、凹んだ曲面のいずれか一形状であってもよく、複数の形状を含む形
状であってもよい。
【００４３】
　場合によっては、光源モジュール１０は、第１リフレクタ８０から第１距離だけ離隔し
、第２リフレクタ８２から第２距離だけ離隔して配置されてもよい。ここで、第２距離は
第１距離よりも大きければよい。これは、発光モジュール１０から生成された光を第２リ
フレクタ８２の中央領域へ多く集中させ、バックライトユニットの中央領域における輝度
を増大させるためである。または、第２距離は第１距離より小さくてもよい。
【００４４】
　第２リフレクタ８２は、第１リフレクタ８０に平行でなく、平面、フラット（ｆｌａｔ
）傾斜面、凹傾斜面、凸傾斜面の少なくとも一つでよい。
【００４５】
　また、第２リフレクタ８２は、傾斜面を有するボトムカバー７０の底部７２に反射フィ
ルムが貼り付けられている構造、または平面を有する底部７２に傾斜面を有する反射フィ
ルムが貼り付けられている構造であってもよく、或いは、傾斜している反射面を有する底
部７２そのものであってもよい。
【００４６】
　ここで、反射フィルムは、金属または金属酸化物の少なくとも一つを含むことができ、
例えば、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｕ）、金（Ａｇ）または二酸化チタン（ＴｉＯ２

）のような高い反射率を有する金属または金属酸化物を含んでなることができる。
【００４７】
　そして、第１リフレクタ８０と第２リフレクタ８２の反射パターンは互いに異なっても
よい。すなわち、第１リフレクタ８０は、光を正反射する正反射面を有し、第２リフレク
タ８２は、光を乱反射する乱反射面を有することができる。または、第１リフレクタ８０
は、光を乱反射する乱反射面を有し、第２リフレクタ８２は光を正反射する正反射面を有
してもよい。
【００４８】
　場合によって、第２リフレクタ８２は、光源モジュール１０に近接している領域に正反
射面を配置し、光源モジュール１０から遠く離れている領域に乱反射面を配置してもよい
。
【００４９】
　一方、光学部材４０は、カバープレート５０により支持され、第２リフレクタ８２に相
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対して配置されるとよい。ここで、光学部材４０は、少なくとも一つのシートからなるも
ので、拡散シート、プリズムシート、輝度強化シートなどを選択的に含むことができる。
ここで、拡散シートは、光源から出射した光を拡散させ、プリズムシートは、拡散された
光を発光領域に導き、輝度拡散シートは、輝度を強化させる機能を担う。そして、光学部
材４０の上面及び下面の少なくとも一方には、光の均一な拡散のために凹凸を形成しても
よい。
【００５０】
　なお、カバープレート５０は、第１リフレクタ８０と接触し、第１リフレクタ８０を固
定させることができる。ここで、カバープレート５０は、第２リフレクタ８２を含むボト
ムカバー７０と異なる材質にしてもよい。すなわち、カバープレート５０は金属で構成で
きる。
【００５１】
　第２リフレクタ８２が底部７２に設けられるボトムカバー７０は、少なくとも一つの変
曲部を有する少なくとも２個の傾斜面を有し、変曲部を中心に隣接する第１及び第２傾斜
面の曲率は互いに異なるように製作してもよい。
【００５２】
　また、ボトムカバー７０は、射出成形が可能なように、プラスチックなどのような高分
子樹脂で製作できる。
【００５３】
　図２Ａは、本発明の一実施例に係るボトムカバー７０の斜視図であり、図２Ｂは、本発
明の一実施例に係るボトムカバー７０の平面図である。図１は、図２Ｂに示すボトムカバ
ー７０における１－１’線に沿う断面図に該当する。図２Ｂは、ボトムカバー７０のみを
示しているが、本実施例の理解を助けるために、図１では、光源モジュール１０、光学部
材４０、カバープレート５０、第１、第２及び第３リフレクタ８０、８２及び８４を示し
ている。
【００５４】
　図２Ａ及び図２Ｂに示す実施例に係るボトムカバー７０は、底部７２、側壁部７４及び
エッジ部７６を有する。
【００５５】
　底部７２は、第２リフレクタ８２を支持し、側壁部７４は、底部７２から傾斜して延在
している。図２Ａに示すように、傾斜している側壁部７４は複数個でよい。
【００５６】
　図３は、図２Ｂに示すボトムカバー７０の３－３’線に沿う部分拡大断面図である。
【００５７】
　実施例によれば、側壁部７４は、底部７２に直交する面７３と所定の角度θで傾斜する
ように形成されている。ここで、所定の角度θが５３゜よりも大きいと、側壁部７４に暗
部ができることがあるため、所定の角度θは、３３゜～５３゜にすればよい。例えば、所
定角度θは４３゜でよい。
【００５８】
　また、本実施例によれば、側壁部７４と底部７２とが接する地点７６ｂから側壁部７４
の最外側地点までの水平距離ｘは、１０ｍｍ～２０ｍｍでよい。例えば、水平距離ｘは１
５ｍｍでよい。この場合、図２Ｂに示すエッジ部７６の長さｌは、５２６ｍｍでよい。
【００５９】
　図３で、側壁部７４と底部７２とが接する地点７６ｂから側壁部７４の最外側地点まで
の水平距離ｘと、エッジ部７６の長さｌとの比率ｘ／ｌは、１．８５％～３．８５％でよ
い。例えば、比率ｘ／ｌは、２．８５％でよい。
【００６０】
　一方、図２Ａを参照すると、エッジ部７６は第１方向に延在しており、側壁部７４は、
エッジ部７６の先端部７６ａから、第１方向と異なる第２方向に延在している。少なくと
も一つの光源モジュール１０は、ボトムカバー７０のエッジ部７６に沿って第１方向に並
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んで配置されている。
【００６１】
　図４Ａ乃至図４Ｇは、本発明の一実施例に係る図２Ｂに示すボトムカバー７０の３－３
’線断面図である。
【００６２】
　図４Ａ乃至図４Ｇを参照すると、本発明の一実施例に係るボトムカバー７０の側壁部７
４は、様々な形状に傾斜することができる。
【００６３】
　図４Ａ、図４Ｄ乃至図４Ｇに示すように、本発明の一実施例に係るボトムカバー７０の
側壁部７４は、ボトムカバー７０の内部から見て、平面形状を有することができる。
【００６４】
　または、図４Ｂに示すように、本発明の一実施例に係るボトムカバー７０の側壁部７４
は、ボトムカバー７０の内部から見て、膨らんだ曲面形状を有してもよい。
【００６５】
　または、図４Ｃに示すように、本発明の一実施例に係るボトムカバー７０の側壁部７４
は、ボトムカバー７０の内部から見て、凹んだ曲面形状を有してもよい。
【００６６】
　このように、本発明の一実施例に係るバックライトユニットの側壁部７４は傾斜してい
るため、垂直の側壁部を有する一般のバックライトユニットに比べて、底部７２の大きさ
を削減することができる。また、底部７２の大きさが減ると、底部７２に支持される第２
リフレクタ８２の大きさも削減することができる。したがって、バックライトユニットで
用いられる第２リフレクタの使用量を削減し、バックライトユニットの製作単価を下げる
ことができる。
【００６７】
　一方、本発明の一実施例に係るバックライトユニットは、ボトムカバー７０の側壁部７
４の内面に支持される第３リフレクタ８４をさらに備えることができる。
【００６８】
　ただし、図２Ｂに示すエッジ部７６の長さｌが短い場合は、バックライトユニットは第
３リフレクタ８４を含めなくてもよい。このように、エッジ部７６の長さｌが短いため、
第３リフレクタ８４を設けなくて済む場合は、リフレクタの使用量をさらに削減すること
ができる。
【００６９】
　そして、第３リフレクタ８４は、反射コーティングフィルムまたは反射コーティング物
質層のいずれかで形成することができる。ここで、反射フィルムは、金属及び金属酸化物
の少なくとも一つを含むことができ、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｕ）、金（
Ａｇ）または二酸化チタン（ＴｉＯ２）のように高い反射率を有する金属または金属酸化
物を含んで構成することができる。また、第１及び第２リフレクタ８０及び８２の反射率
と第３リフレクタ８４の反射率とは互いに異なっても、同一であってもよい。
【００７０】
　実施例によれば、図４Ｄに示すように、第３リフレクタ８４は、側壁部７４の全体領域
Ａ１に支持されてもよい。また、図４Ｅ乃至図４Ｇに示すように、第３リフレクタ８４は
、側壁部７４の一部領域Ａ２、Ａ３、Ａ４に支持されてもよい。
【００７１】
　もし、第３リフレクタ８４が側壁部７４の一部領域により支持される場合、図４Ｅに示
すように、第３リフレクタ８４は、側壁部７４の下部領域Ａ２を覆うことができる。また
は、図４Ｆに示すように、第３リフレクタ８４は、側壁部７４の上部領域Ａ３を覆っても
よい。または、図４Ｇに示すように、第３リフレクタ８４は、側壁部７４の中央領域Ａ４
を覆ってもよい。
【００７２】
　また、第３リフレクタ８４は、図４Ｄ及び図４Ｅに示すように、第２リフレクタ８２と
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接触してもよい。
【００７３】
　他の実施例によれば、第３リフレクタ８４は、図４Ｆまたは図４Ｇに示すように、第２
リフレクタ８２から離隔してもよい。
【００７４】
　場合によって、図４Ｅに示すように、第３リフレクタ８４が下部領域Ａ２に形成される
方が、図４Ｆや図４Ｇにそれぞれ示すように、第３リフレクタ８４が上部領域Ａ３や中央
領域Ａ４に形成される方に比べて、バックライト輝度をより増加させることもある。
【００７５】
　図５は、本発明の一実施例に係る補強リブ７１及び支持ピン７９を有するボトムカバー
７０を示す斜視図である。
【００７６】
　一方、図２Ａに示すボトムカバー７０は、下部面に、図５に示すように多数の補強リブ
７１を有してもよい。すなわち、傾斜面を有するボトムカバー７０の背面が曲面であるか
ら、外部環境条件によってその形態が歪むことがあり、これを防止するために補強リブ７
１を設けるわけである。
【００７７】
　補強リブ７１は、ボトムカバー７０の底部７２の傾斜面にと対応する背面に配置される
他、第３リフレクタ８４を支持する側壁部７４と対応する背面にも配置されてもよい。
【００７８】
　図５を参照すると、ボトムカバー７０は、第２リフレクタ８２の上部面に光学部材４０
を支持する支持ピン７９をさらに含むことができる。光学部材４０が第２リフレクタ８２
から離隔して配置され、その間にはエアーガイドが形成されるため、光学部材４０の中心
領域が下方に垂れることがあるが、支持ピン７９によって光学部材４０の垂れを防止する
ことができる。そのため、支持ピン７９は、第２リフレクタ８２に接触する下部面の面積
を上部面の面積よりも広くすることが、より安定的であるといえる。
【００７９】
　図６は、本発明の一実施例に係るバックライトユニットを有するディスプレイモジュー
ルを示す図である。
【００８０】
　図６に示すように、ディスプレイモジュール１００は、ディスプレイパネル１１０及び
バックライトユニット１２０を備えることができる。
【００８１】
　ディスプレイパネル１１０は、相対向して均一なセルギャップが保たれるように貼り合
わせられているカラーフィルタ基板１１２及び薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆ
ｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）基板１１４を備え、両基板１１２及び１１４の間に液晶
層（図示せず）が挟持される構成とすることができる。
【００８２】
　そして、ディスプレイパネル１１０の上側及び下側にはそれぞれ上部偏光板１１６及び
下部偏光板１１８が配置されてもよく、具体的には、カラーフィルタ基板１１２の上面に
上部偏光板１１６が配置され、ＴＦＴ基板１１４の下面に下部偏光板１１８が配置される
。
【００８３】
　図示しないが、ディスプレイパネル１１０の側壁部には、パネル１１０を駆動させるた
めの駆動信号を生成するゲート及びデータ駆動部を設けることができる。
【００８４】
　図７及び図８は、本発明の一実施例に係るディスプレイ装置を示す図である。
【００８５】
　図７を参照すると、ディスプレイ装置１は、ディスプレイモジュール１００、ディスプ
レイモジュール１００を覆うフロントカバー１３０及びバックカバー１４０、及びバック
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カバー１４０に設けられている駆動部１５０、及び駆動部１５０を覆う駆動部カバー１６
０で構成することができる。
【００８６】
　フロントカバー１３０は、光を透過させる透明な材質の前面パネル（図示せず）を含む
ことができ、前面パネルは、一定の間隔を置いてディスプレイモジュール１００を保護す
るとともに、ディスプレイモジュール１００から放出される光を透過させて、ディスプレ
イモジュール１００で表示される映像が外部から見られるようにする。
　バックカバー１４０は、フロントカバー１３０と結合してディスプレイモジュール１０
０を保護することができる。
【００８７】
　バックカバー１４０の一面には、駆動部１５０を配置できる。
【００８８】
　駆動部１５０は、駆動制御部１５２、メインボード１５４及び電源供給部１５６を備え
ることができる。
【００８９】
　駆動制御部１５２は、タイミングコントローラ（ｔｉｍｉｎｇ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ
）でよく、ディスプレイモジュール１００の各ドライバＩＣの動作タイミングを調節する
駆動部であり、メインボード１５４は、タイミングコントローラにＶシンク、Ｈシンク及
びＲ、Ｇ、Ｂ解像度信号を伝達する駆動部であり、電源供給部１５６は、ディスプレイモ
ジュール１００に電源を印加する駆動部である。
【００９０】
　駆動部１５０は、バックカバー１４０に設けられ、駆動部カバー１６０により覆われる
とよい。
【００９１】
　バックカバー１４０には複数の孔が形成され、ディスプレイモジュール１００と駆動部
１５０とが接続することができ、ディスプレイ装置１を支持するスタンド１７０を備える
ことができる。
【００９２】
　一方、図８に示すように、駆動部１５０の駆動制御部１５２は、バックカバー１４０に
設けられ、メインボード１５４及び電源供給部１５６はスタンド１７０に設けられてもよ
い。
【００９３】
　この場合、駆動部カバー１６０は、バックカバー１４０に設けられている駆動部１５０
のみを覆えばよい。
【００９４】
　本発明の一実施例では、メインボード１５４及び電源供給部１５６を別々に構成してい
るが、一体の統合ボードにしてもよく、これに限定されない。
　なお、上述のバックライトユニットは、照明システムに含まれてもよい。
【００９５】
　他の実施例は、上記の各実施例に記載されたバックライトユニット、例えば、第、第２
リフレクタ及び光源モジュール８０、８２及び１０を含む表示装置、指示装置、照明シス
テムとすることができ、例えば、照明システムはランプ、街灯を含むことができる。
【００９６】
　このような照明システムは、多数のＬＥＤを集束して光を得る照明灯に用いることがで
き、特に、建物の天井や壁体内に埋め込まれ、シェードの開口部側が露出されるように装
着できる埋め込み灯（ダウンライト）に用いることができる。
【００９７】
　以上では実施例を中心に説明してきたが、それらは単なる例示で、本発明を限定するた
めのものではない。したがって、本発明の属する分野における通常の知識を有する者には
、本実施例の本質的な特性から逸脱しない範囲で、以上に例示していない種々の変形及び
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応用も可能であるということが理解されるであろう。例えば、実施例に具体的に示してい
る各構成要素を変形して実施することができる。なお、それらの変形及び応用も、添付の
請求の範囲で規定する本発明の範囲に含まれるものとして解釈すべきである。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】

【図４Ａ】
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【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図４Ｄ】

【図４Ｅ】

【図４Ｆ】

【図４Ｇ】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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